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はじめに 

  
平成 11 年に男女共同参画社会基本法が制定され、男女共同参画社会の実現は 21 世紀のわが国

の社会を決定する最重要課題と位置づけられています。 

 

周南市においても、この法律の趣旨に沿って平成 16 年３月に基本的な考え方と推進の方向を

示す「周南市男女共同参画推進条例」を制定し（平成 16 年４月１日施行）、平成 17 年３月にはこ

の条例に基づく男女共同参画基本計画「すまいるプラン周南」を策定し、改定を重ね、男女共同

参画社会の実現のための施策を展開してきました。 

 

 しかし、人々の生活スタイルや価値観の多様化など、社会や環境が変化しているにもかかわら

ず、依然として固定的な性別役割分担意識は根強く残り、あらゆる分野で意思決定の場への女性

の参画が進んでいるとはいえない状況にあります。 

これらの課題解決に向け、国においては、平成 27 年に「女性の職業生活における活躍の推進に

関する法律」が制定され、令和２年に「第５次男女共同参画基本計画」を閣議決定、県において

は令和３年３月に「第５次山口県男女共同参画基本計画」が策定され、基盤の整備が一層進めら

れています。 

 こうした流れを踏まえ、男女共同参画を取り巻く社会情勢やさまざまな課題に対応するため本

市では、これまで取り組んできた施策を引き継ぎ、さらに推進・発展させるための指針として、

令和２年３月に「第２次周南市男女共同参画基本計画（すまいるプラン周南）～後期～」を策定

しました。 

 

本市が目指すべき男女共同参画社会は、「一人ひとりがいきいきと輝くことで、まち全体が輝き

や活気に満ちた社会」です。そのため、男女が社会の対等な構成員として、一人ひとりのライフ

ステージで輝きを放ち、誇りをもって笑顔で暮らすことができる社会の実現に向け、社会情勢の

変化に対応しながら男女共同参画を推し進めていけるよう、後期計画の基本理念を「～みんなが

“笑顔”になれる～男女共同参画社会の実現」としています。 

 

この報告書は、周南市男女共同参画推進条例（平成 16 年周南市条例第７号）第 17 条（年次公

表）に基づき、基本計画に掲げた目標指標（令和６年度）及び現状値（平成 30 年度）を踏まえ令

和３年度の実績値を調査し、達成状況を報告書にまとめたものです。 
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周南市の男女共同参画推進の概要について 

 

 

男女共同参画においては、男女の平等を基本とした上で、男女が各々の個性に基づいて能力を

十分に発揮すること、また、男女が公的分野、私的分野を問わず、あらゆる分野（職場、学校、

地域、家庭等）で意思決定過程に参画することが重要であることから「男女共同参画社会基本法」

が平成 11 年６月に制定されました。本市においても、この基本法の趣旨に沿って周南市男女共

同参画推進条例を制定し、改定を重ね、男女共同参画を推進しています。 

 

＊男女共同参画社会とは？                    
                      

 

 

 

 

 

 

＊男女共同参画と制度や慣行は？ 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
＊「ジェンダー主流化」とは？ 

社会によって作り上げられた「男性像」、「女性像」があり、このような男性、女性の別

を「社会的・文化的に形成された性別」（ジェンダー／gender）といいます。「社会的・文

化的に形成された性別」は、それ自体に良い、悪いの価値を含むものではなく、国際的に

も使われています。 

「ジェンダー主流化」とは、あらゆる分野でのジェンダー平等を達成するため、全ての

政策、施策及び事業について、ジェンダー視点を取り込むことをいいます。また男女共同

参画社会の実現に向けて取組を進めることは「男女」にとどまらず、年齢も、国籍も、性

的指向・性自認（性同一性）に関すること等も含め、幅広く多様な人々を包摂し、全ての

人が幸福を感じられる、インクルーシブな社会の実現につながります。 

―第５次男女共同参画基本計画を参考として― 

 

「男女が、社会の対等な構成員として、自らの意思によって社会のあらゆる分野におけ

る活動に参画する機会が確保され、もって男女が均等に政治的、経済的、社会的及び文化

的利益を享受することができ、かつ、共に責任を担うべき社会」とされています。 

―男女共同参画社会基本法 第２条― 

国をあげてさまざまな男女共同参画への取組が進められています。 

こうした取組が「男らしさ」や「女らしさ」、また、日本の伝統・文化を否定するもので

はないか、専業主婦を否定するものではないか、といった論議がされましたが、男女共同参

画はこうしたことを否定するものではありません。 

しかし、「男らしさ」「女らしさ」を強調しすぎたり、パターン化してしまうことは、一人

ひとりの個性と能力を十分に発揮することができなくなる場合があり、問題があるとされ

ています。 

―国会質疑を参考として― 
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＊第２次周南市男女共同参画基本計画（すまいるプラン周南）～後期～とは？       
 

 

【 計 画 の 位 置 づ け 】本計画は、「男女共同参画基本法」に基づく「市町村男女共同参画計画」

及び「周南市男女共同参画推進条例」に定める「基本計画」であり、国

や県の基本計画を踏まえ、「周南市まちづくり総合計画」その他の関連

計画との整合性を図り、男女共同参画に関する施策を総合的かつ計画

的に推進するための行動計画です。また、本計画の一部を「女性活躍

推進法」に基づく「市町村推進計画」と位置付け、本計画の一部を「配

偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律（ＤＶ防止法）」

に基づく「市町村基本計画」と位置付けています。 

 

 

【 計 画 の 期 間 】計画の期間は、令和２年度から令和６年度までの５年間とします。た

だし、国内外の社会情勢の変化や法制度の改正などにより、必要に応

じて計画の見直しを行うものとします。 

【 計 画 の 基 本 目 標 】 

 

 

 

 

 

 

 

 

【 施 策 の 体 系 】各々の目標達成のための重点項目（11 項目）と、この重点項目に取り

組む具体的な施策における 26 の目標指数を体系的に定め、総合的かつ

計画的に推進することとしています。 

 

 

本市では、第２次周南市男女共同参画基本計画（すまいるプラン周南）～後期～（令和２年３

月改定）において男女共同参画社会の実現に向けた３つの基本目標を定め、それぞれの目標ごと

に事業を実施します。 

 令和３年度男女共同参画推進事業は、コロナ禍において中止・縮小せざるを得ない事業もあり

ましたが、創意工夫し、総合的かつ計画的な実施に努めました。 

 今後とも、男女共同参画社会の実現を目指し、引き続きそれぞれの施策や事業を積極的に実施

し、全市的な推進を図っていきます。 

 

  

 
基本目標１  男女がともに活躍できる地域社会づくり 
               【周南市女性活躍推進計画】 
 
基本目標２  男女共同参画社会づくりに向けた意識づくり・人づくり 
 
 
基本目標３  男女が健康で、安全・安心に暮らせる社会づくり 
               【周南市ＤＶ防止基本計画】 
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第２次周南市男女共同参画基本計画すまいるプラン周南～後期～ 

 

３つの基本目標と１１の重点項目 

 
基本目標１ 男女がともに活躍できる地域社会づくり 

 

多様な個性と能力を持つ人材が、性別にかかわりなく、さまざまな立場から社会のあらゆる分

野に参画し、その個性と能力を十分に発揮しながら活力ある地域社会を実現することは、男女共

同参画社会の実現と共通する目標です。 

「参画する」ということは、社会のあらゆる意思決定の場で計画・立案の段階から主体的に関

わり、責任を担うことで、極めて重要なことです。 

また、雇用の分野における女性参画の促進は、男女の雇用の均等な機会と待遇が確保され、多

様な働き方に対応する働きやすい職場環境の整備が必要です。 

仕事と生活や地域活動を両立できるよう、子育てや介護支援策の充実、地域活動への参画促進、

男性の意識改革などの環境づくりを推進します。 

重点項目 1  あらゆる分野での政策・方針決定への女性の参画の拡大 

 
男女が社会の対等な構成員として、あらゆる分野での政策・方針決定にともに参画することは、多様

な価値観や発想を取り入れた男女共同参画社会を実現するために、非常に重要な課題です。 
 
周南市においても、男女共同参画推進条例第 11 条に、審議会委員の選出にあたって「男女のいずれ

か一方の委員の数が、委員総数の 10 分の４未満にならないように努めます」と数値目標を定めていま
すが、審議会委員や管理職に占める女性の割合は十分でない状況です。 
 
 

◆審議会等における女性委員の割合 人権推進課 
令和３年度（令和４年４月１日時点） 32.4％（平成 30 年度 30.9％）※目標値 40.0％ 
 

◆女性のいる審議会等の割合  人権推進課 
令和３年度（令和４年４月１日時点）87.5％（平成 30 年度 87.9％）※目標値 95.0％ 
 

◆市の課長級以上の女性職員の割合 人事課 
令和３年度（令和４年４月１日時点）6.7％  

（課長級以上の職員 134 人のうち女性職員は９人）※目標値 10.0％ 
 
 
このほか、あらゆる分野における意思決定の場への女性の参画を進めるため、行政自らがポジティブ・

アクション（積極的改善措置）*１を推進するとともに、事業所や団体活動においても参画・活躍の機会
を広げていくため、情報や学習機会の提供を行い、社会全体の理解の促進を図る必要があります。 
 

 
*１ ポジティブ・アクション（積極的改善措置）…男女が、社会の対等な構成員として、自らの意思によって社会
のあらゆる分野における活動に参画する機会に係る男女間の格差を改善するため必要な範囲において、男女
のいずれか一方に対し、当該機会を積極的に提供すること。 
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重点項目 ２  仕事と生活の調和の推進 

 
一人ひとりが多様な生き方を選択でき、家族や地域社会の一員として責任を分かち合いなが

ら積極的に活動していくためには、ワーク・ライフ・バランスを実現し、仕事と家庭、地域活
動、趣味や自己啓発など仕事以外の生活がともに充実していることが必要です。 
市民アンケート調査では、「仕事」と「家庭生活」、「地域・個人の生活」のすべての両立

を理想とする人の割合が最も多く 22.1％ですが、実際にすべてを両立している人は 2.8％とな
っています。                                            
 
また、男女が共に働き、家庭や地域活動を両立していくために「育児や介護のための保育施

設、福祉施設等のサービスの充実」が必要であると考える人は 54.3％、次いで「夫が積極的に
家事や育児、介護へ参加すること」と考える人は 47.3％となっています。 
 
少子高齢化など社会環境が急速に変化する中、女性の社会進出が進み、豊かで活力ある社会

を維持していくためには、男女がともに家庭的責任を担い、男性の育児休業・介護休業制度の
取得促進を含めた各種休業制度を取得しやすい環境づくりの推進、多様化する子育て及び高齢
者、障害者等の自立や介護に関わる社会的支援の充実を図ることが求められています。 
 
市は多様な生き方に対応する子育て・介護等への支援として、保育所等運営事業、児童クラ

ブ事業、子育て世代包括支援センター事業、認知症施策総合推進事業、障害児者の家族等への
支援など、さまざまな事業を展開しており令和３年度は病児保育施設を新たに１施設増設しま
した。 
また、市職員に対しては「周南市における女性職員の活躍の推進に関する特定事業主行動計

画」を改訂し、男性職員の育児休業取得者（１月以上）の割合を令和７年度までに 30％以上に
することを目標に取組を進めています。 

 

重点項目 ３  働く場における男女共同参画の推進 

 
近年の社会経済情勢において、男女問わずパートタイム労働者や派遣労働者などの非正規雇

用労働者が増加しており、とりわけ、女性就業者の約半数以上は非正規雇用で、男女間の賃金
格差の一因となっています。 
 
また本市では依然として、女性労働力率において、出産・子育てなどで仕事を中断する、い

わゆるＭ字カーブ*２を描いており、国や県と比べ低くなっています。 
これらは、就職を機に若い世代、特に女性の県外への流出が多くなっていることや、女性が

働きたいと希望する雇用の機会が限られていることなどが要因と考えられています。 
市民アンケートの調査では、57％の人が、女性が「仕事や職場」において活躍するために必

要なことは「育児や介護との両立のための職場の支援制度の整備」だと思うと回答しています。
就労継続や再就職を希望する女性への支援が求められていることがうかがえます。 
 
雇用の分野における男女の機会の均等と待遇の確保とともに、ライフスタイルに応じた柔軟

で多様な働き方ができるよう職場環境づくりの推進が必要です。山口県においては、男女共同
参画の視点に立った職場の環境づくりを推進するため、男女共同参画に向けた自主的な活動に
積極的に取り組む事業所や団体などを「やまぐち男女共同参画推進事業者」として認証し、そ
の活動を支援します。 
 
 
◆やまぐち男女共同参画推進事業者  人権推進課 
令和３年度 周南市は 61 事業所（累計） ※目標値 70 件 
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◆女性の市内就業者数   商工振興課 
令和３年度 17,658 人（Ｈ30 年度 17,272 人）※目標値 平成 30 年度現状維持 
 

◆農林漁業の分野における「家族経営協定数」  農林課 
令和３年度 13 世帯（平成 30 年度 12 世帯）※目標値 15 世帯 

 
企業の取組や、女性の就業者数に増加が見える一方、農業委員など、応募者、被推薦者に女

性がいなかった、いても少なかったことにより女性委員数が減少したため、次期改選時の課題
となっている項目もあります。 
 

◆農業委員に占める女性の割合    農業委員会 
令和３年度 16.7％（平成 30 年度 17.6％）※目標値 25.0％ 

 
◆農地利用最適化推進委員      農業委員会 
令和３年度 6.3％（平成 30 年度 12.5％）※目標値 25.0％ 

 
*２ Ｍ字カーブ…女性労働者の年齢階層別の労働力率（15 歳以上人口の占める労働力人口の割合）をグラフ
に表した場合、主に 30 歳代を谷とし、20 歳代と 40 歳代が山になるＭ字曲線を描くこと。 
 
 
 

重点項目 ４  地域社会における男女共同参画の推進 
 
  
これまで高齢者福祉、子育て、環境活動等のさまざまな地域活動は、女性の力によって支えら
れてきましたが、地域活動における組織の方針決定の場には、女性や若い世代の参画は進んで
いないのが現状です。 
 
活力ある地域社会の実現のためには、男女を問わず、さまざまな世代が主体的・積極的に地

域活動に参画し、多様な発想や価値観で地域を支え活躍できるよう、意識啓発や、市民団体及
び人材の育成等が必要です。 
 
市民アンケート調査では、男女共同参画の地位の平等について、「地域社会」では「男性が

優遇」「どちらかといえば男性が優遇」と回答した人の割合が 42.5％で前回から 0.3 ポイント
下がっています。 
 
 
◆自治会長に占める女性の割合    地域づくり推進課  
令和３年度 13.2％（平成 30 年度 11.5％）※目標指数 13.0％ 
 
 

 

重点項目 ５  国際社会における男女共同参画の推進 
 
 
日本は国際的にみて女性の地位が低いとされ、本市においても男女共同参画の視点に立った

世界の動向や国際規範等の周知に努め、市民の国際理解の推進と国際意識の高揚を図ることが
必要です。 
ジェンダー・ギャップ指数*３において、日本は経済、政治の分野で特に順位が低く、2022 年

の日本の総合順位は 146 か国中 116 位（指数 0.650）、「経済」は 121 位（指数 0.564）、「政
治」は 139 位（指数 0.061）となっています。 
 

6



 

基本目標２ 男女共同参画社会づくりに向けた意識づくり・人づくり 

 

男女が一人ひとりの人間として尊重され、性別を理由とする差別的な扱いを受けず、個人の人

権が尊重されることは、男女共同参画の基本です。 

根強く残った性別による固定的な社会通念・慣習・しきたりを改善し、男女を取り巻く状況に

ついて一人ひとりが理解し、自ら行動するための意識づくり・人づくりが重要な課題となってい

ます。 

このため、家庭、学校、職場、地域社会等あらゆる分野において、男女共同参画の視点に立っ

た学校教育や社会教育により、男女共同参画について認識を深め、人権尊重の意識づくりととも

に、理解し行動できるための教育・啓発活動を積極的に行います。 

また、行政と市民の協働による男女共同参画社会の実現のため、市民活動の組織づくりとその

支援を推進します。 

 
 

重点項目 ６  男女共同参画の視点での社会制度や慣行の見直し 

 
男女が社会のあらゆる分野に主体的に参画していくためには、男女がともに互いの人権を尊

重し合い、一人ひとりの個性と能力が十分に発揮できる生き方が尊重されなければなりません。 
市民アンケートの調査によると、「男性は仕事」「女性は家庭」といった固定的な性別役割

分担意識について「そう思う」「どちらかといえばそう思う」が 18.3％で、前回の 30.3％から
大きく変化しています。また「どちらかといえばそう思わない」「そう思わない」は 44.6％で、
前回の 33.1％を上回り、時代とともに意識が変化してきたことがわかります。 
 
一方で「社会全体での男女の地位の平等」については、平等と考える市民の割合が 22.8％、

「男性の方が優遇・どちらかといえば優遇されている」と考える市民の割合は 55.5％と半数以
上であり、依然として女性の不平等感が解消されていない状況です。 
 
男女が社会の対等な構成員として認め合い、あらゆる分野において参画できるようにするた

めには、固定的な性別役割分担意識をなくし、男女共同参画に関する認識を深め、男女共同参
画の視点での社会慣行や制度を見直していく啓発、広報活動が必要です。 
 
 
 
 

また、国際化の進展に伴い、市内で就労・生活する外国人や留学生が今後ますます増加する
ことが予想され、男女共同参画の視点に立った多様な価値観や文化を理解し、相互理解を深め
ることが必要です。 
 
◆国際交流事業（姉妹都市交流事業・国際交流サロン事業）  観光交流課 
令和３年度参加者 545 人（平成 30 年度参加者数 1,115 人）※目標値 1,200 人 

※令和３年度は、新型コロナウイルスの感染症拡大防止により、姉妹都市との青少年訪問団
派遣・受入事業が中止されました。 
 

 
*３ ジェンダー・ギャップ指数…「世界経済フォーラム」（ＷＥＦ）が毎年公表しているもので、経済活動
や政治への参画度、教育水準、出生率や健康寿命などから算出される、各国の男女格差を示す指
数。（0 が完全不平等、1 が完全平等を示す。） 
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重点項目 ７  男女共同参画の視点での教育・学習の推進 

 
男女共同参画社会を実現するためには、一人ひとりが男女共同参画について正しく認識する

ことが重要です。固定的な性別役割分担意識は家庭、職場、地域社会の中に根強く残っており、
男女共同参画社会の阻害要因となっています。これらの改善に教育・学習の果たす役割は非常
に重要であり、あらゆる分野において男女共同参画の視点に立った教育・学習機会の充実を図
る必要があります。 
 
また、結婚、出産、育児等によりキャリアデザインを描きにくい女性に対して、能力が発揮

できるよう女性のエンパワーメント*４の促進や、企業におけるダイバーシティ（多様性）*5 の
尊重、多様な価値観を包括する教育を行う必要があります。市民や企業の社員、市職員等に男
女共同参画について学習の機会を提供するため、男女共同参画推進員による講座や、セミナー
等を開催します。 
 

 
◆男女共同参画推進員による講座等  人権推進課 
令和３年度 参加者数 530 人（平成 30 年度 1,167 人）※目標値 1,900 人 

 
＊４ エンパワーメント…個人として、そして（あるいは）社会集団として、意思決定過程に参画し、経済力や方
針決定力、自己決定力などの自立的な力をつけること。男女共同参画においては、経済力や方針決定力が男
性に集中している社会システムから、女性も男性も対等の力を持つシステムに変革することが、女性の地位向
上につながるという考え方。 
＊５ ダイバーシティ（多様性）…性別や国籍、年齢などに関わりなく、多様な個性が力を発揮し、共存できる社
会。「企業におけるダイバーシティ」とは、さまざまな違いを尊重して受け入れ、幅広い人材を積極的に生かすこ
とにより、変化し続けるビジネス環境や多様化する顧客ニーズに最も効果的に対応し、企業の優位性を創るこ
と。 
 

重点項目 ８ 市民との協働と推進体制の整備充実 

 
 
男女共同参画社会の実現には、一人ひとりが男女共同参画について理解し、主体的に行動す

ることが大切です。市民活動団体の男女共同参画に関する取組や、男女共同参画推進員の活動
などを通じて市民リーダーの育成を図りながら、市民と行政が協働して男女共同参画に取り組
みます。 
 
本計画を実効性のあるものとするためには、本市の男女共同参画推進本部など庁内組織の機

能充実を図ると同時に、各所属が連携して本計画の実行にあたること、審議会の意見を反映し
推進状況について共通の理解を深めることが重要です。 
 

◆男女共同参画推進員による活動（地域講座、勉強会、啓発活動等）人権推進課 
令和３年度 実施回数 20 回（平成 30 年度 13 回）※目標値 15 回 
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基本目標３ 男女が健康で、安全・安心に暮らせる社会づくり 

  
男女共同参画社会の実現のためには、一人ひとりの人権が尊重され、その生涯を通して健康で、

安心して暮らすことのできる社会づくりが非常に重要です。 
 
 個人に対する暴力は重大な人権侵害であり、男女共同参画社会を実現していくうえでの克服す
べき課題です。配偶者等からの暴力や性犯罪、ストーカー行為、職場におけるハラスメントなど
のあらゆる暴力根絶に向けた取組を推進します。 
 
 また、誰もがお互いの身体的性差や性の多様性を十分に理解し合い、多様な生き方を認め合い、
思いやりを持って生きていくことや、年齢や障害、性別にかかわらず、その意欲や能力に応じて、
あらゆる人が自立して、いきいきと安心して暮らせる社会づくりのための取組を進めることが必
要です。 
 

重点項目 ９ あらゆる暴力を根絶し、人権が尊重される社会の実現 

 
女性に対する暴力は、女性の人権の軽視が根底にあり、その背景には固定的な性別役割分担

意識や経済力の格差、暴力を容認する社会風潮などが複雑に絡み合っています。 
 
近年、大きな社会問題となっている女性や子どもに対する暴力を、社会全体として許さない

市民意識を醸成し、あらゆる暴力を未然に防止し、暴力根絶に向けた取り組みを推進します。 
 
市はＤＶ被害の相談先を広報やホームページ、男女共同参画情報誌『じょいんと』で周知し、

一人で悩まず相談を促す啓発を実施します。また、国や県が作成したＤＶや性暴力の相談先を
紹介したカードを、本庁舎内及び公共施設のトイレに設置するなどの啓発に努めます。 

 
被害を未然に防止することが重要であることから、若い世代に対してＤＶについて学ぶ機会

を提供するためデートＤＶ講座を開催し、市内の高校等に積極的な参加を呼び掛けます。 
 
 

◆デートＤＶ講座  人権推進課 
令和３年度 受講者数 243 人（平成 30 年度 393 人）※目標値 1,000 人 

 
ＤＶ被害者への適切な支援のため、こども・子育て相談センターに女性相談員を配置し、被

害者本人や家族から相談を受けています。 
また、警察、児童相談所等の関係機関との連携体制の充実にも努め、被害者の安全確保を図

り、必要な支援を行います。 
 
こども・子育て相談センターには女性相談員だけでなく、子ども家庭支援員、虐待対応専門

員等を配置し、妊娠、出産、子育て等に関するあらゆる相談に応じるとともに、関係機関と連
携し、児童虐待の通告に対して適切かつ迅速に対応できる体制を整えます。 
 
このほか、もやいネットセンターを核として、福祉の総合相談体制、地域見守りネットワー

クを構築することで、高齢者をはじめ誰もが安心して暮らせる地域づくりを推進します。 
障害者やその家族等に対しては、基幹相談支援センターを中心に、地域の相談支援事業者や

関係機関と連携して相談支援体制の充実を図ります。 
 
今後も暴力を許さない意識づくりの推進と、被害者の相談・保護、自立支援を円滑かつ適切

に行えるよう、相談機能や連携体制の強化に努めます。 
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重点項目 １０ 生涯を通じた健康づくりの推進 

 
女性には妊娠や出産などにかかわる身体機能があり、生涯にわたるリプロダクティブ・ヘル

ス／ライツ（性と生殖に関する健康と権利）*6は女性の人権の重要な一つと認められています。 
 

 妊娠・出産期は、女性の健康にとって大きな節目であるため、安全・安心に子どもを産み育
てることができるよう、妊娠・出産・子育て期にわたり切れ目のない支援体制の強化を図りま
す。 

 
◆妊婦健康診査受診率 あんしん子育て室 
令和３年度 99.0％（平成 30 年度 100.7％） ※目標値 100.0％ 

 
また、男女を問わず、性を尊重する意識づくりを行うとともに思春期や出産期、更年期、高

齢期など、ライフステージに応じた心と体の健康づくりを支援しています。 
 

 生涯を健康に過ごすために、飲酒、喫煙、性感染症など、心身の健康に影響をもたらす問題
について啓発や教育を行い、健康被害に関して正しい理解をするとともに、生活習慣病を予防
し、健康診査等による早期発見・早期治療への取組が必要です。 

 
◆市の特定健康診査受診率  健康づくり推進課 
令和３年度 34.3％（平成 30 年度 32.3％）※目標値 60.0％ 

 
*６ リプロダクティブ・ヘルス／ライツ（性と生殖に関する健康と権利）…リプロダクティブ・ヘルスとは、人間の
生殖システム、その機能と過程のすべての側面において、単に疾病や障害がないというだけでなく、身体的・
精神的・社会的に完全に良好な状態であることを指す。リプロダクティブ・ライツとは、すべてのカップルと個人
が自分たちの子どもの数、出産間隔、並びに出産する時を責任をもって自由に決定でき、そのための情報と手
段を得ることができるという基本的権利、並びに最高水準の性に関する健康及びリプロダクティブ・ヘルスを得
る権利とされている。 

重点項目 １１ みんなが安心していきいきと暮らせる環境づくり 

 
少子高齢化の進行、社会環境やライフスタイルの変化に伴い、単身世帯やひとり親世帯が増

加傾向にあります。また非正規労働者の増加といった雇用環境の変化などにより、ひとり親家
庭、高齢者、障害者等は、経済的な問題をはじめ、生活上の困難を抱えやすく不安定な状況に
置かれがちです。 
とりわけ、後期高齢者の人口が増える中、生涯にわたり健康で安心して暮らせる社会をつく

るためには、生活実態、意識、身体機能の違いへの配慮など、男女共同参画の視点を持ったき
め細かな施策の展開が求められます。 
 
◆認知症サポーター養成者数 地域福祉課 
令和３年度 累計 14,935 人（平成 30 年度 13,338 人）※目標値 19,000 人 
 

また性的少数者の人権が尊重され、性的指向や性自認等を理由に困難な状況に置かれること
のないよう、性の多様性について正しい理解を深めるための啓発への取り組みが重要です。年
齢や性別、障害にかかわらず、あらゆる人が安心して暮らせるよう多様な生き方を認め合い、
支援に取り組む環境づくりが必要です。 
 
防災分野においては、これまでの過去の災害を踏まえ、防災対策などの計画段階に女性が参

画し、男女共同参画の視点を持って、平常時から防災・災害時対策を講じる必要があります。 
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◆防災会議の８号委員*7に占める女性の割合 防災危機管理課 
令和３年度 33.3％（平成 30 年度 33.3％）※目標値 40.0％ 

 

*７ 防災会議の８号委員…周南市防災会議条例第３条第５項第８号に規定されている。防災会議の構成委員

の規定で、自主防災組織を構成する者または学識経験のある者のうちから市長が任命する者をいう。 
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平成30年度
現状値

令和６年度
目標値

● 人権推進課 ％ 30.9 40.0 32.4 32.4 ○

● 人権推進課 ％ 87.9 95.0 89.1 87.5 × 新たに設置された審議会に女性の委
員を登用できなかったため。

★ 人事課 ％ 6.8 10.0 9.2 6.7 ×
令和３年度、課長級以上の女性職員
の退職者が多かったが、新たな登用
者がいなかったため

▲ 人権推進課 ％ 23.9 25.0 ― ― ―

★ こども
支援課

か所 3 4 3 4 ◎

▲ 次世代
政策課

％ 47.6 60.0 ― ― ―

★ あんしん
子育て室

％ 66.6 70.0 ― ― ―

● 人権推進課 件 51 70 59 61 ○

★ 商工振興課 人 17,272 現状維持 1,7711 17,658 ◎

● 農林課 件 12 15 13 13 ○

● 農業委員会 ％ 17.6 25.0 16.7 16.7 × 令和２年の改選で委員数が17名から
18名に増えたため。

★ 農業委員会 ％ 12.5 25.0 6.3 6.3 ×
令和２年の改選で女性の農地利用最
適化推進委員が４名から２名に減っ
たため。

● 地域づくり
推進課

％ 11.5 13.0 12.2 13.2 ◎

● 観光交流課 人 1,115 1,200 96 545 ×

令和３年度は、新型コロナウイルスの
感染症拡大防止により、姉妹都市と
の青少年訪問団派遣・受入事業を中
止した。

●前期の達成状況リストと同じ項目で、なおかつ、令和３年度の数字が出せるもの。

▲前期の達成状況リストと同じ項目で、平成30年度実施アンケートからの数字であるため、令和３年度の数字が出せないもの

★前期の達成状況リストにない項目

【目標値の達成状況】

◎：目標値を達成（達成率100％以上）

〇：目標値を概ね達成（達成率80％～100％未満）

△：目標値を未達成（達成率１％～80％未満）

×：平成30年度の現状値を下回る（達成率０％以下）

－：５年毎に実施する市民アンケートの指数であるため令和３年度は未測定（前回平成30年度実施）

病児保育事業実施数

重点項目１　あらゆる分野での政策・方針決定への女性の参画の拡大

重点項目２　仕事と生活の調和の推進

農地利用最適化推進委
員に占める女性の割合

自治会長に占める女性
の割合

市の各種審議会等にお
ける女性の割合

市の審議会等で女性委
員のいる審議会等の割
合

市職員の課長級以上の
女性職員の割合

市政への市民参加「ぜひ参加し
たい」「機会があれば参加した
い」という女性の割合

国際交流事業参加者数
※姉妹都市派遣事業・国
際交流サロン事業等参
加者の延べ人数

子育て支援や少子化対策の充
実に対する満足度
※20～30歳代・乳幼児を持つと
思われる親世代

積極的に育児をしている
父親の割合

市内事業者の「やまぐち
男女共同参画推進事業
者」認定件数

女性の市内就業者数（雇
用保険の被保険者数）

家族経営協定数

農業委員に占める女性
の割合

重点項目３　働く場における男女共同参画の推進

重点項目４　地域社会における男女共同参画の推進

重点項目５　国際社会における男女共同参画の促進

基本目標１
男女がともに活躍できる地域社会づくり

第２次周南市男女共同参画基本計画（すまいるプラン周南）～後期～の目標指標の達成状況一覧表

目標指標 所管課 単位

目標指数

令和２年度
実績値

目標値の
達成状況
（◎・〇・△・×）

　令和３年度実績値が
平成３０年度の現状値を下回った理由

令和３年度
実績値
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平成30年度
現状値

令和６年度
目標値

▲ 人権推進課 ％ 22.8 24.0 ― ― ―

▲ 人権推進課 ％ 19.9 21.0 ― ― ―

重点項目７　男女共同参画の視点での教育・学習の推進

● 人権推進課 人 1,167 1,900 1,451 530 ×
新型コロナウイルス感染症拡大防止のため大
人数で集まって受講する手法で実施することが
できなかったため。セミナーはオンラインによる
対策を講じたが、申込数は伸びなかった。

▲ 人権推進課 ％ 36.2 40.0 ― ― ―

▲ 人権推進課 ％ 53.1 55.0 ― ― ―

▲ 人権推進課 ％ 26.6 30.0 ― ― ―

★ 人権推進課 回 13 15 13 20 ◎

★ 人権推進課 人 393 1,000 1,046 243 ×
開催回数は例年並みだが、新型コロナウイ
ルス感染症拡大防止のため大人数で集
まって受講する手法で実施できなかったた
め。

★ 健康づくり
推進課

％ 32.3 60.0 32.8 34.3 △

● あんしん
子育て室

％ 100.7 100.0 103.4 99.0 × 転出により当市での健診対象外者が
増加したため

● 地域福祉課 人 13,338 19,000 14,629 14,935 △

★ 防災危機
管理課

％ 33.3 40.0 42.8 33.3 ○

令和３年度
実績値

妊婦健康診査受診率

認知症サポーター養成数
※養成者数累計

防災会議の８号委員に占
める女性の割合

目標指標 所管課 単位

目標指数

令和２年度
実績値

目標値の
達成状況
（◎・〇・△・×）

　令和３年度実績値が
平成３０年度の現状値を下回った理由

重点項目９　あらゆる暴力を根絶し、人権が尊重される社会の実現

重点項目１０　生涯を通じた健康づくりの推進

重点項目１１　みんなが安心していきいきと暮らせる環境づくり

基本目標２
男女共同参画社会づくりに向けた意識づくり・人づくり

男女の地位の平等感
（社会全体）

デートＤＶ防止講座受講者数

特定健康診査受診率

男女の地位の平等感
（固定的な社会通念・習慣・
しきたり）

重点項目６　男女共同参画の視点での社会制度や慣行の見直し

基本目標３
男女が健康で、安全・安心に暮らせる社会づくり

男女共同参画講座、セミ
ナー等への参加者数

男女の地位の平等感
（家庭）

男女の地位の平等感
（教育）

男女の地位の平等感
（職場）

男女共同参画推進員の
活動回数

重点項目８　市民との協働と推進体制の整備充実

14



15



16



17



18



19



20



21



22



（ア）

（イ）

（ウ）

（エ）

（オ）

（カ）

（キ）

（ク）

（ア）

（イ）

（ウ）

（エ）

（ア）

（イ）

（ウ）

（エ）

（オ）

重点項目７ 男女共同参画の視点での教育・学習の推進

重点項目６　男女共同参画の視点での社会制度や慣行の見直し

生涯学習事業全体の中で、メディア・リテラシーの視点を盛り込んだ社会教育事業を推進します。

市民センターなどにおける人権教育研修で、男女の人権尊重意識の啓発や男女共同参画推進員の地域リーダー育成も
視野に入れ、意識啓発を進めます。

②　男女共同参画に関する調査研究及び情報の収集・提供

人権尊重の視点から男女共同参画に関する施策・事業を推進していくため、市人権施策推進連絡協議会を通して、市
職員の人権意識の醸成を図ります。

学校、地域、職場などで男女共同参画への理解を深め、男女が社会の対等な構成員として自らの意思で社会参画でき
るよう、時代のニーズをとらえた研修内容や学習機会を提供します。

①　男女共同参画を推進する教育及び学習機会の充実

基本目標２　男女共同参画社会づくりに向けた意識づくり・人づくり

「山口県人権推進指針」「周南市人権行政基本方針」を、市民センターなどの公共施設に設置している人権啓発コー
ナー、市ホームページや研修会などで周知や啓発を行い、市民の人権意識の醸成を図ります。

市広報において、男女共同参画に関する内容を掲載し、人権意識の醸成を図ります。

男女共同参画に関するセミナーや地域講座、男女共同参画推進員による出前講座などの開催や男女共同参画情報誌
「じょいんと」の発行により、男女共同参画の意識啓発を図ります。

男女共同参画の視点に立った社会制度について、企業対象の研修や出前講座を充実させ、意識啓発を進めます。

①　人権尊重に基づく男女共同参画の意識づくり

具
　
体
　
的
　
な
　
施
　
策

人権に関する学習の場や学習情報、学習教材の提供を行い、人権全般についての啓発を進めます。

男女共同参画に関する調査研究の実施や情報を収集し、市広報、市ホームページ等で啓発や情報提供し、男女共同参
画社会の実現のための市民意識の醸成を図ります。

市広報や各種啓発資料などについて、男女の固定的な性別役割分担意識を反映した表現の有無など、男女共同参画の
視点から十分な配慮をします。

事業所や学校などにおける男女平等のための意識啓発や、セクシュアル・ハラスメント、パワー・ハラスメントなど
の防止に向けて、資料提供や講師派遣などの支援を行います。

小・中学校の教育課程で、各教科、特別の教科道徳、特別活動などを通して、基本的人権の尊重の視点に立った人権
教育を推進します。

小・中学校の教育課程で、各教科、特別の教科道徳、特別活動、総合的な学習の時間をはじめ、学校生活全体を通し
て、男女共同参画について考えていく教育を推進します。

人権教育の推進状況について、各学校で実態調査を行い、自らの学校における男女共同参画への取組の状況を振り返
り、改善を図ることで、男女共同参画を推進する教育及び学習機会の充実に努めます。

地域学習活動を通じて、男女の人権尊重を現代における男女共同参画の課題として考え、理解を深める研修を各地区
で取り組めるよう推進します。

学び・交流プラザや市民センターで行う学習活動情報コーナーや学習イベント情報コーナー、情報紙「ふぁいんど」
や市ホームページなどにより、わかりやすい人権学習情報を提供します。
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基本目標２ 令和３年度評価
今後

重点項目６

① 事業名 担当課 事業の実施状況 評価 今後

（ア）人権啓発事業 人権推進課 「山口県人権推進指針」、「周南市人権行政基本方針」を、市ホームページ
への掲載や研修会などでの配布による周知を図り、市民への意識啓発を行っ
た。 Ａ Ａ

（イ）男女共同参画推進事業 人権推進課 市広報において、男女共同参画週間（６月）及び男女共同参画推進月間（10
月）に特集を掲載した。 Ａ Ａ

（ウ）男女共同参画推進事業 人権推進課 情報誌「じょいんと」を発行し、啓発した。（4,000部）
男女共同参画セミナー（１回）男女共同参画地域講座（５回）、男女共同参
画推進員企画講座（５回）を実施した。（参加人数合計　530人） Ａ Ａ

（エ）人権教育推進事業 人権教育課 企業職場人権教育連絡協議会における研修及び講演会（２回）や、講師派遣
（17回）を行った。

Ａ Ａ

（オ）人権教育推進事業 人権教育課 学校、地域、企業への啓発ビデオの貸し出しを行った。（42件）
Ｂ Ｂ

人権啓発事業 人権推進課 地域団体や地域住民に、人権に係る学習の場や学習情報、学習教材の提供を
行い、人権全般についての啓発を行った。
市内の公共施設41か所の人権啓発コーナーに「山口県人権推進指針」「周南
市人権行政基本方針」を含む学習資料を提供した。

Ａ Ａ

（カ）学校教育推進事業 学校教育課 各教科、道徳、特別活動等を通して、基本的人権の尊重の視点に立った人権
教育を進めた。その中で、男女の平等についても考える場を設けるなど、人
権尊重・男女平等の意義や理念の理解、実践的な人権感覚の育成を図った。 Ａ Ａ

（キ）男女共同参画推進事業 人権推進課 市民センター等で男女共同参画推進員企画講座の開催を通して啓発した。
（男女共同参画推進員企画講座５回　参加人数158人） Ａ Ａ

（ク）人権啓発事業 人権推進課 全庁的に人権尊重の視点から施策・事業を推進していくため、庁内の「周南
市人権施策推進連絡協議会」を通して、職員の人権意識の醸成を図った。 Ａ Ａ

② 事業名 担当課 事業の実施状況 評価 今後

（ア）男女共同参画推進事業 人権推進課 市広報で男女共同参画を２回特集した。（59,000部発行）
６月は男女共同参画週間、10月は男女共同参画推進月間の特集を掲載した。 Ｂ Ｂ

（イ）男女共同参画推進事業 全課 市が発信する広報や各種啓発資料などについて、男女の固定的な役割分担意
識を反映した表現がないか、男女共同参画の視点から十分な配慮をした。 Ａ Ａ

広報事業 広報戦略課 男女共同参画を阻害する表現がないか留意した。
Ａ Ａ

（ウ）男女共同参画推進事業 人権推進課
人権教育課

企業職場人権教育連絡協議会や学校へ情報誌「じょいんと」を配布し、講座
やセミナー等による情報提供をした。 Ａ Ａ

（エ）生涯学習推進事業 生涯学習課 生涯学習事業全体の中でメディア・リテラシーの視点を盛り込み、社会教育
事業を行った。 Ｂ Ｂ

重点項目７

① 事業名 担当課 事業の実施状況 評価 今後

（ア）学校教育推進事業 学校教育課 各教科、道徳、特別活動、総合的な学習の時間をはじめ、学校生活全体を通
して、男女共同参画について考え、理解を深めた。 Ａ Ａ

（イ）学校教育推進事業 学校教育課 各学校において実態調査を実施することによって、自らの学校における男女
共同参画の理解を深め、山口県人権教育推進指針の「分野別施策の推進」を
活用した研修を行うことで、男女共同参画の意識を高めた。

Ａ Ａ

（ウ）生涯学習推進事業 生涯学習課 地域学習活動を通して、男女の人権尊重を現代的課題として考え、理解を深
めた。 Ｂ Ｂ

（エ）生涯学習推進事業 生涯学習課 学び・交流プラザに各市民センターで行う学習活動情報コーナーや学習イベ
ント情報コーナーを設け、情報提供した。また、市ホームページや生涯学習
情報紙「ふぁいんど」で情報提供を行った。 Ｂ Ｂ

（オ）人権教育推進事業 人権教育課 ハートフル人権セミナーを市民センター等で実施し、男女共同参画に関する
問題について取り上げ、オリジナル紙芝居等を行った。（２回）要望に応
じ、出前講座に出向いた。

Ａ Ａ

Ａ…積極的に推進　Ｂ…現状で実施　Ｃ…縮小で実施
Ａ…積極的に推進　Ｂ…現状で実施　Ｃ…縮小で実施　Ｄ…中止を予定

※注意事項　３年度評価について、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため実施できなかった事業
については「Ｃ」としています。
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（ア）

（イ）

（ウ）

（エ）

（ア）

（イ）

（ウ）

（エ）

②　推進体制の強化 ・充実

（ア）

（イ）

（ウ）

（エ）

（オ）法務局、県、市民団体などと連携を図り、男女共同参画の推進に努めます。

産官学民連携の中での公開講座として、男女共同参画セミナー兼企業職場ふれあい人権セミナーを開催します。

男女共同参画推進員と人権擁護委員の合同研修会を開き、ネットワークの拡大を図ります。

市男女共同参画推進本部において、本計画の進捗状況の調査及び報告などにより、男女共同参画に関する施策及び関
連施策の総合的かつ効果的な推進に努め、市職員が男女共同参画意識を持ち、各施策にその視点を反映できるよう努
めます。

さまざまな施策や事業を男女共同参画の視点に立って実施し、男女の固定的な性別役割分担意識を反映して、男女共
同参画の推進を阻害するものがないか常に留意します。

男女共同参画の推進について市職員研修を実施するとともに、市職員全体の意識の醸成を図ります。

市女性職員の能力開発の機会を確保するため、市職員研修を計画的に実施します。

女性団体連絡協議会、男女共同参画推進員、男女共同参画に関する市民活動グループや団体などへ男女共同参画に関
する情報提供や連携協力を図ります 。

男女共同参画推進員が、自発的に活動できるよう支援を行います。また、地域のリーダーとして、地域住民への意識
啓発の一助を担えるよう、 活動機会の積極的な提供に努めます。

女性団体連絡協議会、男女共同参画推進員、男女共同参画に関する市民活動グループや団体などへ、男女共同参画に
関する情報を提供します。

男女共同参画に関するセミナーや地域講座、男女共同参画推進員による出前講座などの開催や男女共同参画情報誌
「じょいんと」の発行により、女性の社会参画や女性の活躍推進の意識啓発を図ります。

②　女性の参画を促進するための学習機会の充実

①　市民活動の支援と市民組織の育成

市民センターなどの公共施設に設置している人権啓発コーナーや市広報、ホームページ等により学習情報を提供しま
す。

セクシュアル・ハラスメントやＤＶなどの現代的課題や、女性の社会参画を後押しするような課題を取り上げた講座
などを開催し、学習の場の提供、学習情報の提供を行います。

重点項目８　市民との協働と推進体制の整備充実

重点項目７ 男女共同参画の視点での教育・学習の推進
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重点項目７

② 事業名 担当課 事業の実施状況 評価 今後

（ア）男女共同参画推進事業 人権推進課 情報誌「じょいんと」の発行や、男女共同参画セミナー、男女共同参画地域
講座、男女共同参画推進員による紙芝居上演などを開催することにより、女
性自らの意思で社会参画するための意識啓発を図った。 Ａ Ａ

（イ）男女共同参画推進事業 人権推進課 市民センターなどの公共施設に設置している人権啓発コーナーや市ホーム
ページ等により、女性が参画しやすく、意識啓発ができる学習情報を提供し
た。

Ａ Ａ

（ウ）生涯学習推進事業 生涯学習課 新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、学び・交流プラザにおいて、
子育て世代の女性の悩みやストレスの解消をねらった「ママトーク」を実施
できなかった。

Ｃ Ｂ

人権教育推進事業 人権教育課 ハートフル人権セミナーを市民センター等で実施し、男女共同参画に関する
問題について取り上げ、オリジナル紙芝居等を行った。（２回） Ａ Ａ

（エ）男女共同参画推進事業 人権推進課 女性団体連絡協議会、男女共同参画推進員、男女共同参画市民活動グループ
「ともにＳｍｉｌｅ」など各団体へ情報提供を行った。 Ｂ Ｂ

重点項目８

① 事業名 担当課 事業の実施状況 評価 今後

（ア）男女共同参画推進事業 人権推進課 女性団体連絡協議会、男女共同参画推進員、徳山大学や各地域における男女
共同参画推進事業の実施に関する連携協力を図った。 Ａ Ａ

（イ）男女共同参画推進事業 人権推進課 男女共同参画推進員による男女共同参画の視点でアレンジした紙芝居の上演
等を実施し、男女共同参画について啓発を行った。 Ａ Ａ

男女共同参画推進員が、男女共同参画セミナーの開催に携わり、セミナーの
参加や定例会での学習会などで自らの資質向上を図った。 Ａ Ａ

（ウ）男女共同参画推進事業 人権推進課 男女共同参画推進員９名を市民リーダーとして育成し、地域活動として男女
共同参画の普及啓発にあたった。 Ａ Ａ

（エ）男女共同参画推進事業 人権推進課 男女共同参画推進員と人権擁護委員（周南人権擁護委員協議会）が連携して
ネットワークの拡大を図った。 Ｂ Ｂ

② 事業名 担当課 事業の実施状況 評価 今後

（ア）男女共同参画推進事業 人権推進課 全庁的な基本計画の連携実施に努め、基本計画事業調査・報告書作成等を
行った。
「男女共同参画推進状況報告書」を市の全庁公開キャビネットに掲示し、職
員に周知を図った。

Ａ Ａ

（イ）男女共同参画推進事業 人権推進課 市の施策や事業などの中に、男女の固定的役割分担意識を反映して、男女共
同参画の推進を阻害するものがないか常に留意した。 Ａ Ａ

（ウ）職員研修事業 人事課 「周南市職員研修基本方針」に基づき、業務研修、登用に資する研修等へ女
性職員を積極的に参加させ、意識啓発、能力向上のための計画的な研修の実
施に努めたが、新型コロナウイルス感染症拡大の影響により当初予定してい
た研修の参加及び実施が一部できなかった。

Ｃ Ａ

（エ）職員研修事業 人事課 ｢階層別研修｣｢一般研修｣｢特別研修｣｢派遣研修｣等の職員研修において女性職
員の能力開発の機会の確保に努めたが、新型コロナウイルス感染症拡大の影
響により当初予定していた研修を一部受講できなかった。 Ｃ Ａ

（オ）男女共同参画推進事業 人権推進課 男女共同参画に関わる行事や取組等の周知について、県、法務局、市民団体
などと連携に努めた。 Ａ Ａ
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第２次周南市男女共同参画基本計画「すまいるプラン周南」　～　目標指数に対する進捗状況

Ｈ31 Ｈ２５ Ｈ26　 Ｈ２７　 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30 R1
目標値 現状値 現状値 現状値 現状値 現状値 現状値 現状値

男女共同参画の地位が平等と感じる人の割合【社会
全体】

市民アンケート調査 ％ 24.0 23.2 ― ― ― ― 22.8 ―

講座、講演会、セミナーなどへの参加者数
まちづくり総合計画

すまいるプラン実施報告
人 1,750 919 1,065 1,146 1,562 2,543 1,167 1,926

男女共同参画の地位が平等と感じる人の割合【家庭】 市民アンケート調査 ％ 39.0 37.0 ― ― ― ― 36.2 ―

男女共同参画の地位が平等と感じる人の割合【教育】 市民アンケート調査 ％ 54.0 52.6 ― ― ― ― 53.1 ―

男女共同参画の地位が平等と感じる人の割合【職場】 市民アンケート調査 ％ 25.0 22.4 ― ― ― ― 26.6 ―

男女共同参画の地位が平等と感じる人の割合【固定
的な社会通年・しきたり)】

市民アンケート調査 ％ 21.0 19.3 ― ― ― ― 19.9 ―

市の各種審議会等における女性委員の登用率 内閣府・県・庁内調査 ％ 40.0 32.6 32.4 31.8 30.5 32.2 30.9 34.0

女性委員のいる審議会等の割合 内閣府・県・庁内調査 ％ 95.0 85.2 88.7 88.5 83.3 84.6 87.9 89.1

自治会長に占める女性の割合 内閣府・県・庁内調査 ％ 12.0 10.4 12.7 11.9 12.1 14.5 11.5 13.9

周南市民アンケート調査で、市政への市民参画「ぜ
ひ参画したい」「機会があれば参画したい」という女性
の割合

市民アンケート調査 ％ 23.0 21.9 ― ― ― ― 23.9 ―

係長以上の女性職員の割合(企業･消防除く) 内閣府・県・庁内調査 ％ 30.0 23.3 22.9 23.2 20.9 23.0 23.0 21.8

通常保育定員数 人 2,380 2,355 2,355 2,365 2,476 2,461 2,484 2,484

延長保育実施保育数 すまいるプラン実施報告 件 18 17 17 17 19 20 20 21

児童クラブ実施数
まちづくり総合計画

すまいるプラン実施報告

クラ

ブ
50 36 37 38 41 44 44 44

市民活動関連講座などの年間参加者数 まちづくり総合計画 人 150 139 185 89 338 251 321 372

市民活動グループバンクの登録団体数
まちづくり総合計画

すまいるプラン実施報告

団

体
320 309 291 289 278 273 286 300

子育て支援や少子化対策の充実に対する満足度 市民アンケート調査 ％ 58.0 38.6 ― ― ― ― 47.6 ―

国際交流事業参加者数 まちづくり総合計画 人 1,100 964 921 899 1,515 1,083 1,115 994

自主防災組織率 まちづくり総合計画 ％ 100.0 86.9 87.6 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

市内事業者の「やまぐち男女共同参画推進事業者」
認定件数

県認定数 件 35 28 30 38 42 49 51 55

家族経営協定数 件 8 5 6 6 8 12 12 12

農村女性企業グループ 件 18 13 ― ― 13 13 13 12

認定農業者数 人 70 60 59 58 58 57 60 64

認定就農者累計数 まちづくり総合計画 人 6 0 10 15 22 29 33 36

新規漁業就業者数 まちづくり総合計画 人 10 4 5 5 5 5 7 7

山口県農家生活改善士の数 人 20 15 ― ― 11 10 13 7

農業委員に占める女性の割合 内閣府・県・庁内調査 ％ 25.0 6.0 6.5 21.9 21.9 16.7 17.6 17.6

健康教育受講者数 まちづくり総合計画 人 15,000 12,209 9,857 10,847 10,673 9,691 8,759 8,398

妊婦の健康診査受診率 ％ 99.0 98.7 98.9 100.4 99.7 99.3 100.7 96.7

就業・生活支援センターの支援を受け、就職した障害
者数

まちづくり総合計画 人 29 23 9 15 23 8 5 24

老人クラブ会員数 まちづくり総合計画 人 6,700 5,512 5,283 5,359 5,386 5,554 5,604 5,442

認知症サポーター養成数 まちづくり総合計画 人 10,000 6,624 7,479 8,673 10,724 11,972 13,338 14,347

項　　　　目
単

位
設定・算出根拠

※現状値の基準年月日は、各項目に定める現在日による。

※算出根拠が市民アンケート調査による項目は、平成25年度及び平成30年度実施の現状値

参考資料 

（前期基本計画令和元年度報告書より） 
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 第２次周南市男女共同参画基本計画（すまいるプラン周南）～後期～ 

令和３年度 

男女共同参画の推進状況及び施策の実施状況 

（報告書） 

 

令和 4 年(2022)年７月 

周南市環境生活部人権推進課男女共同参画室 

〒745-8655 周南市岐山通 1 丁目 1 番地 

TEL 0834-22-8205  FAX 0834-22-8243 

 


